
【 整理番号 １ 】 

1/2 

 

入 札 公 告 

 

下記の物品について、条件付き一般競争入札を行います。 

 

令和２年４月１０日 

 

光 の 湊 株 式 会 社 

代表取締役社長 近 藤 洋 

 

１ 入札に付する事項 

（１）物品の名称   酒田駅前地区第一種市街地再開発事業公共施設に係る備品（プロジェクター） 

（２）数   量   １基 

（３）仕 様 等   別添 仕様書のとおり 

（４）納 入 期 限   令和２年６月２６日（金） 

（５）納 入 場 所   山形県酒田市幸町一丁目地内 

（６）入 札 方 法   総価により行う。 

           入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 

１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある 

ときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。 

（７）発 注 者    光の湊株式会社（酒田駅前地区第一種市街地再開発事業個人施行者） 

（８）発注方式    一括発注 

 

２ 入札参加資格 

 次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（１）入札参加者に必要な資格審査の申請の受付期間の最終日から入札日までの間に、国、山形県、酒田市

から指名停止を受けていないこと。 

（２）公告日から入札参加申込書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又

は人的関係がないこと（入札説明書参照）。 

（３）この入札公告前日までに、2019・2020年度における酒田市競争入札参加者登録簿において「物品」

に登録されていること（2019・2020 年度酒田市競争入札（見積）参加資格審査申請書を提出する際

に、希望する業種に「物品」を希望し、その内容が、この入札公告の前日までに登録され受理されて

いること。）。 

（４）契約を締結する能力を有しない者、または破産者で復権を得ていない者でないこと。 

（５）暴力団、又は暴力団員が実質的に経営を支配する者、又はこれに準ずる者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、または

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続きの申立てがなされている者でないこと。 

（７）酒田市内に本社又は支店若しくは営業所を有すること。 

 

３ 入札参加資格審査の申請方法等 

 入札に参加を希望する者は、申請書類を次のとおり提出し、入札参加資格確認の審査を受けなければなら 

ない（FAXは不可）。郵送による場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すること。なお、入札参加資格の審 

査は、申請書の提出期限日を基準日とする。 

（１）申請期間  令和２年４月１０日（金）から令和２年４月２２日（水）正午まで 

         （土日祝日を除く。午前８時３０分から午後５時まで。） 

（２）申請場所  光の湊株式会社事務所 〒９９８－００２３ 

山形県酒田市幸町１丁目３番地１ 庄交第１ビル６階 

※持参する場合は、事前に事務所まで連絡すること。 
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（３）提出書類 

  ① 入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

  ② 同上申請書の写し（受領証用） 

③ 2019・2020 年度の酒田市の競争入札参加資格申請書、又はその受付印のある書面の写し 

（４）入札参加資格の申請書等の配布期間・配布場所 

本公告に係る関係書式「入札参加資格確認申請書」「入札書」「委任状」「質問書」等は、光の湊株式会社

のホームページ（ＨＰアドレス http://hikari-no-minato.com/bidding.html）からダウンロードするこ

と。 

 

４ 入札参加資格の審査・通知 

（１）提出された書類を確認・審査し、令和２年４月２４日（金）までに「入札参加資格通知書」を電子メー

ル及び郵送により通知する。 

（２）入札参加資格がないと認定された者には、通知書にその理由を付す。 

 

５ 仕様書に関する質問等 

（１）仕様書等に関して質問しようとする者は、質問事項を記載した書面（様式第４号）を、令和２年４月

１７日（金）午後４時までに、電子メールで提出すること。なお、電話、ＦＡＸによる質疑は一切受

け付けない。 

（２）上記（１）の質問に対する回答は、令和２年４月２４日（金）までに、電子メールで回答する。 

 

６ 入札執行日時・場所等 

（１）日 時  令和２年５月１２日（火）午前１０時（入札参加者の出欠確認後） 

（２）場 所  光の湊株式会社事務所 

（山形県酒田市幸町１丁目３番地１ 庄交第１ビル６階） 

（３）その他  入札参加資格通知書を持参すること。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金  免除 

（２）契約保証金  免除 

 

８ その他 

（１）入札の説明については、入札説明書及び入札条件によるものとする。 

（２）入札参加に要する費用は、全て申請者の負担とする。 

（３）提出書類は、審査以外には申込者に無断で使用することはない。 

（４）提出を受けた書類は返却しない。 

（５）参加資格に関する書類において、故意に虚偽の記載があると認められる場合には、遡及して申込みを

無効とする。 

 

９ 問合せ先 

光の湊株式会社事務所 

〒９９８－００２３ 

山形県酒田市幸町１丁目３番地１ 庄交第１ビル６階 担当：渡部 

  ＴＥＬ：０２３４－４３－６１３６ 

  E-mail：sakata@hikari-no-minato.com 

 

 

http://hikari-no-minato.com/
mailto:sakata@hikari-no-minato.com


１　名　　称　　　　プロジェクター（指定品）

２　納入期限　　　　令和２年６月２６日（金）

※詳細な納入期日の設定については、双方協議の上決定する。

３　納入場所　　　　酒田駅前新公共施設（酒田市幸町一丁目地内）

４　仕様及び数量　　ＥＰＳＯＮ　ＥＢ-Ｌ６１０Ｕ（ホワイト）　１基

　＜その他＞

　　①指定品とする（別添カタログ参照）。

　　②天吊金具や施設への取付工事は、不要です。

　　③納入に際しては、あらかじめ発注者が指名する係員と打合せの上、実施すること。

　　④納品終了後は、発注者が指名する係員の検収を受けるものとし、材料の不備又は不良品、

　　　損傷がある場合は、直ちに新規交換を行うこと。

　　⑤運搬、養生、組立費を含むものとし、梱包資材等は受注者が処分すること。

仕　様　書
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11081
四角形

11081
四角形

11081
タイプライタ
別添　カタログ（写）
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入 札 説 明 書 
  

本件入札公告に基づく条件付き一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説

明書によるものとする。 

 

１ 入札参加者の資格 

  資本関係又は人的関係がないこととは、入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに

該当する関係がないことをいう。（組合（共同企業体を含む。）（３）において同じ。） 

  なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは差

し支えない。 

（１）資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合 

① 子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。 

②において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。②において同

じ。）の関係にある場合 

② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

（２）人的関係 

   以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については会社等（会社法施行規則（平成 18 

   年法務省令第 12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再 

   生法 （平成 11年法律第 225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会 

社（会社更生法（平成 14年法律第 154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場 

合を除く。 

① 一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置会社にあっては執行役）、持分会 

     社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）の業務を執行する社員、組合の理事又は 

これらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64条第２項又は会社更生法第 67条第 

１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合 

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

（３）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記（１）又は（２）と同視し得る資

本関係又は人的関係があると認められる場合 

 

２ 入札 

（１）入札書の様式は、入札書（様式第２号）による。 

（２）入札書は持参するものとする。 

（３）入札書は封筒に入れて、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。 

（４）入札参加者はあらかじめ委任状を提出していない代理人をして入札させるときは、委任状（様式

第３号）を持参させなければならない。 

（５）入札参加者又はその代理人は当該入札に対するほかの入札参加者の代理をすることはできない。 

（６）入札参加者又はその代理人は、印鑑（入札書に対応する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当

該代理人の印鑑とする。）を持参すること。 

（７）調達をする物品の仕様を満たしていることを条件に入札に参加すること。 
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３ 再度入札 

予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無いときは、その場で直ちに再度の入札を行うものとす    

る。再度入札に参加する場合のため、入札書用紙を余分に準備しておくこと。 

 

４ 落札者の決定方法 

予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者が同価で二人以上あるときは、直ちに当該入

札者にくじを引かせ、１名を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があ

るときは、当該入札執行事務に関係のない光の湊株式会社の社員にこれに代わってくじを引かせ、１

名を決定する。 

 

５ その他 

（１）入札参加者の連合その他の理由により、入札を公正に執行することが出来ないと認められるとき

は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることが

できる。 

（２）入札をした者は、入札後、物品の内容、契約条項及び入札条件等の不明を理由として異議を申立 

てることはできない。 

（３）落札者は、予定完結権を他に譲渡することができない。 

（４）その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。 
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入   札   条   件 

 

１ 本件入札に関し、入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、本条件に定めると

ころによる。 

２ 入札参加者の代理人が入札に参加する場合は、入札開始前に委任状を提出しなければならない。 

３ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 

４  入札参加者又はその代理人の連合その他の理由により、入札を公正に執行することができないと認

められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させないこと、入札の執行を延期する

こと、又は入札の執行を取りやめることができる。 

５ 特にやむを得ない事情があると認められる場合を除き、次により取り扱うものとする。 

（１）入札室には、入札参加者、その代理人、入札執行事務に関係のある職員、又は立会い職員以外の

者は入室することはできない。 

（２）入札時間までに入札室に参集しない者は、入札に参加することはできない。 

（３）入札参加者又はその代理人は、入札執行中、入札室を退室することはできない。 

６ 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）入札に参加する資格を有しない者が行った入札 

（２）記名押印を欠く入札 

（３）金額を訂正した入札 

（４）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

（５）明らかに連合によると認められる入札 

（６）前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

７ 入札をした者は、入札後、内容、契約条項及び入札条件等の不明を理由として異議を申し立てるこ

とはできない。 

８ 落札者は、予約完結権を他に譲渡することができない。 

９ 最低制限価格は設定しない。 

10 落札者は、落札決定通知又は契約決定通知を受けたときは、特別な事情がある場合を除き、５日以 

内に契約を締結しなければならない。 

11 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加 

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

12 入札保証金は免除する。 

13 契約保証金は免除する。 

14 入札を辞退する場合は、次により取り扱うものとする。 

（１）入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 

（２）入札を辞退するときは、その旨を次の各号により申し出るものとする。 

① 入札執行前にあっては、入札辞退届（様式第５号）を直接持参して行う。 

② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接 

提出して行う。 

（３）入札を辞退した者は、これを理由として、以後の指名等について不利益な取扱いを受けるもので 

はない。 

15   その他入札の執行に当たっては、その都度入札を執行する者の判断によるものとする。 
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○１回で落札しない場合もありますので、２回目以降に参加する場合は入札書用紙を余分に 

準備してください。 

○辞退する時は、必ず辞退届を提出してください。様式は、光の湊株式会社ホームぺージか 

らダウンロードできます。 
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